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１

ペ
ー
ジ

告
　
示

◯
平
成
十
八
年
度
製
菓
衛
生
師
試
験
の
実
施
（
七
八
〇
・
生
活
衛
生

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

公
　
告

◯
県
営
土
地
改
良
事
業
工
事
の
完
了
（
鹿
角
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
２

秋
田
県
告
示
第
七
百
八
十
号

製
菓
衛
生
師
法
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
十
五
号
）
第
四
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
平
成
十
八
年
度
製
菓
衛
生
師
試
験
を
実
施
す
る

の
で
、
製
菓
衛
生
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
二
年
秋
田
県
規
則
第
十
四
号
）

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
十
一
月
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
試
験
の
日
時
及
び
場
所

（一）

日
時

平
成
十
九
年
一
月
二
十
九
日
（
月
）
午
前
十
時
三
十
分
か
ら
午
後
二

時
三
十
分
ま
で

（二）

場
所

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
二
号
　
秋
田
地
方
総
合
庁
舎
　
六
階
　
大

会
議
室

二
　
試
験
科
目

（一）

衛
生
法
規

（二）

公
衆
衛
生
学

（三）

食
品
学

（四）

食
品
衛
生
学

（五）

栄
養
学

（六）

製
菓
理
論
及
び
実
技

た
だ
し
、
受
験
者
が
菓
子
製
造
技
能
士
で
あ
る
旨
を
受
験
願
書
提
出

時
に
申
し
出
た
場
合
は
、
「
（六）
製
菓
理
論
及
び
実
技
」
を
免
除
す
る
。

三
　
受
験
資
格

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

（一）

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
四
十
七
条
に

規
定
す
る
者
で
あ
っ
て
、
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
す
る
製
菓
衛
生
師
養

成
施
設
に
お
い
て
一
年
以
上
製
菓
衛
生
師
と
し
て
必
要
な
知
識
及
び
技

能
を
修
得
し
た
者

（二）

学
校
教
育
法
第
四
十
七
条
に
規
定
す
る
者
で
あ
っ
て
、
二
年
以
上
菓

子
製
造
業
に
従
事
し
た
者

（三）

製
菓
衛
生
師
法
の
施
行
の
際
（
昭
和
四
十
一
年
十
二
月
二
十
六
日
）
、

現
に
菓
子
製
造
業
に
従
事
し
て
い
た
者
（
学
校
教
育
法
第
四
十
七
条
に

規
定
す
る
者
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
菓
子
製
造
業
に
従
事
し
た
期
間

が
三
年
を
こ
え
て
い
る
者
、
又
は
製
菓
衛
生
師
法
の
施
行
の
日
後
三
年

を
こ
え
る
に
至
っ
た
者

四
　
受
験
申
込
み
に
必
要
な
書
類

（一）

受
験
願
書
　
正
副
二
通

（二）

添
付
書
類

（１）

最
終
学
校
卒
業
証
明
書
　
一
通
（
た
だ
し
、
卒
業
証
明
書
の
氏
名

と
受
験
願
書
の
氏
名
が
異
な
る
場
合
は
、
戸
籍
抄
本
一
通
を
添
付
す

る
こ
と
。
）

（２）

厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
す
る
製
菓
衛
生
師
養
成
施
設
に
お
い
て
一

年
以
上
製
菓
衛
生
師
と
し
て
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
修
得
し
た
こ

と
、
又
は
二
年
以
上
菓
子
製
造
業
に
従
事
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

一
通

（
た
だ
し
、
三
　
受
験
資
格
中
の
（三）
に
該
当
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、

昭
和
四
十
一
年
十
二
月
二
十
六
日
時
点
で
三
年
以
上
従
事
し
て
い
た

こ
と
を
証
す
る
書
類
又
は
昭
和
四
十
一
年
十
二
月
二
十
六
日
後
に
従

事
年
数
が
三
年
を
こ
え
る
に
至
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
一
通
）

（３）

写
真
　
受
験
願
書
提
出
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
脱
帽
上
半
身
正

面
向
で
名
刺
型
の
も
の
（
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
×
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
）

一
枚

（三）

菓
子
製
造
技
能
士
で
あ
る
者
が
「
製
菓
理
論
及
び
実
技
」
の
試
験
免

除
を
希
望
す
る
場
合
は
、
技
能
検
定
合
格
証
書
の
写
し

五
　
受
験
願
書
用
紙
の
交
付

（一）

期
間

土
曜
日
及
び
日
曜
日
を
除
き
、
平
成
十
八
年
十
二
月
一
日
（
金
）
か

ら
同
月
二
十
八
日
（
木
）
ま
で
の
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま

で
（二）

場
所

各
地
域
振
興
局
福
祉
環
境
部
又
は
生
活
環
境
文
化
部
生
活
衛
生
課

（
郵
送
で
交
付
を
求
め
る
場
合
は
、
封
筒
の
表
に
「
願
書
請
求
」
と
朱

書
し
、
八
十
円
切
手
を
は
っ
た
あ
て
先
明
記
の
返
信
用
封
筒
を
同
封
す

る
こ
と
。

交
付
場
所

告
　
　
　
　
　
　
示

生
活
環
境
文
化
部
生
活

衛
生
課

北
秋
田
地
域
振
興
局
大

館
福
祉
環
境
部
環
境
指

導
課

北
秋
田
地
域
振
興
局
鷹

巣
阿
仁
福
祉
環
境
部
環

境
指
導
課

山
本
地
域
振
興
局
福
祉

環
境
部
環
境
指
導
課

秋
田
地
域
振
興
局
福
祉

環
境
部
環
境
指
導
課

由
利
地
域
振
興
局
福
祉

環
境
部
環
境
指
導
課

仙
北
地
域
振
興
局
福
祉

環
境
部
環
境
指
導
課

平
鹿
地
域
振
興
局
福
祉

環
境
部
環
境
指
導
課

雄
勝
地
域
振
興
局
福
祉

環
境
部
環
境
指
導
課

〒
〇
一
〇
―
〇
九
五
一

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

電
話
番
号
〇
一
八
―
八
六
〇
―
一
五
九
三

〒
〇
一
八
―
五
六
〇
一

大
館
市
十
二
所
字
平
内
新
田
二
百
三
十
七

―
一

電
話
番
号
〇
一
八
六
―
五
二
―
三
九
五
五

〒
〇
一
八
―
三
三
九
三

北
秋
田
市
鷹
巣
字
東
中
岱
七
十
六
番
地
の

一電
話
番
号
〇
一
八
六
―
六
二
―
一
一
六
五

〒
〇
一
六
―
〇
八
一
五

能
代
市
御
指
南
町
一
番
十
号

電
話
番
号
〇
一
八
五
―
五
二
―
四
三
三
一

〒
〇
一
八
―
一
四
〇
二
　

潟
上
市
昭
和
乱
橋
字
古
開
百
七
十
二
番
一

電
話
番
号
〇
一
八
―
八
五
五
―
五
一
七
〇

〒
〇
一
五
―
〇
八
八
五

由
利
本
荘
市
水
林
四
百
八
番
地

電
話
番
号
〇
一
八
四
―
二
二
―
四
一
二
〇

〒
〇
一
四
―
〇
〇
六
二

大
仙
市
大
曲
上
栄
町
十
三
番
六
十
二
号

電
話
番
号
〇
一
八
七
―
六
三
―
三
四
〇
三

〒
〇
一
三
―
八
五
〇
三

横
手
市
旭
川
一
丁
目
三
番
四
十
六
号

電
話
番
号
〇
一
八
二
―
三
二
―
四
〇
〇
五

〒
〇
一
二
―
〇
八
五
七

湯
沢
市
千
石
町
二
丁
目
一
番
十
号

電
話
番
号
〇
一
八
三
―
七
三
―
六
一
五
五

機
　
　
関
　
　
名

連
　
　
　
　
絡
　
　
　
　
先
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２

六
　
受
験
願
書
の
受
付

（一）

期
間
及
び
時
間

土
曜
日
及
び
日
曜
日
を
除
き
、
平
成
十
八
年
十
二
月
一
日
（
金
）
か

ら
同
月
二
十
八
日
（
木
）
ま
で
の
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま

で
（
郵
送
の
場
合
は
、
締
切
日
ま
で
の
消
印
が
あ
る
も
の
に
限
り
受
け

付
け
る
。
）

（二）

場
所

住
所
地
を
管
轄
す
る
地
域
振
興
局
福
祉
環
境
部
。
た
だ
し
、
秋
田
市

及
び
県
外
に
居
住
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
潟
上
市
昭
和
乱
橋
字
古
開
百

七
十
二
番
地
一
　
秋
田
地
域
振
興
局
福
祉
環
境
部
（
電
話
〇
一
八
―
八

五
五
―
五
一
七
三
）
で
受
け
付
け
る
。

七
　
受
験
手
数
料

（一）

額九
千
四
百
円

（二）

納
付
方
法

受
験
願
書
の
提
出
の
際
、
秋
田
県
証
紙
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
。

八
　
受
験
票
の
交
付

受
験
票
は
、
受
験
願
書
受
付
後
、
生
活
環
境
文
化
部
生
活
衛
生
課
か
ら

郵
送
で
交
付
す
る
。

九
　
合
格
者
の
発
表

平
成
十
九
年
二
月
七
日
（
水
）
午
後
一
時
か
ら
同
年
三
月
七
日
（
水
）

ま
で
、
県
庁
正
面
広
告
板
及
び
各
地
域
振
興
局
福
祉
環
境
部
掲
示
板
に
掲

示
す
る
と
と
も
に
、
合
格
者
に
は
書
面
で
通
知
す
る
。

十
　
試
験
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
先

生
活
環
境
文
化
部
生
活
衛
生
課
食
品
衛
生
班
（
電
話
〇
一
八
―
八
六
〇

―
一
五
九
三
）
又
は
各
地
域
振
興
局
福
祉
環
境
部
環
境
指
導
課

県
営
土
地
改
良
事
業
（
男
神
地
区
た
め
池
等
整
備
事
業
）
に
つ
き
、
そ
の

工
事
を
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和

二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
十
一
月
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

平
鹿
地
域
振
興
局
福
祉

環
境
部
環
境
指
導
課

雄
勝
地
域
振
興
局
福
祉

環
境
部
環
境
指
導
課

〒
〇
一
三
―
八
五
〇
三

横
手
市
旭
川
一
丁
目
三
番
四
十
六
号

電
話
番
号
〇
一
八
二
―
三
二
―
四
〇
〇
五

〒
〇
一
二
―
〇
八
五
七

湯
沢
市
千
石
町
二
丁
目
一
番
十
号

電
話
番
号
〇
一
八
三
―
七
三
―
六
一
五
五

公
　
　
　
　
　
　
告

古紙配合率100％

発

行

者

秋
　
　
田
　
　
県

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

購
読
料
金

一
月
三
千
六
百
七
十
五
円
（
税
込
）

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印
　
刷
　
所

株
式
会
社
　
松
　
原
　
印
　
刷
　
社

電
話

八
七
六
六

F
A
X

〇
〇
〇
五

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印
　
刷
　
者

松
　
　
原
　
　
繁
　
　
雄

（863）

（862）
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